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労 働 条 件 局
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２０２５年度標語 何気ない会話で互いの健康チェック みんなで気遣う笑顔の職場

6 月 度 標 語  危ないと注意しあえる職場づくり　みんなで築くゼロ災職場

【2025年6月号】資料のページ

死亡災害／重大災害 火災･爆発事故
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有害物との接触

ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン（厚生労働省、中央労働災害防止協会）

全国安全週間準備月間（厚生労働省、中央労働災害防止協会）禁煙週間（厚生労働省）
土砂災害防止月間（国土交通省）、環境月間（環境省）
歯と口の健康週間（厚生労働省、文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医会）
世界環境デー（国連）、環境の日（環境省）
危険物安全週間（消防庁、全国危険物安全協会）
火薬類危害予防週間（経済産業省）

（注） １ 2024年9月19日から2025年5月31日までにＵＡゼンセン本部へ報告があったもの。　　　２  「火災・爆発事故」は死亡者のない事故の件数と負傷者数。 

UAゼンセン加盟組合での重大災害発生状況　※2025年5月末時点

2025年（1月〜4月）

業種

全産業
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第三次産業

（第三次産業内訳）
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うち小売業
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保健衛生業

うち社会福祉施設
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その他
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（注） １　2025年１月１日から2025年4月30日までに発生した労働災害について、2025年5月7日までに報告があったものを集計したもの。
 ２　「－」は減少を示す。
 ３　「陸上貨物運送事業」は、道路貨物運送事業と陸上貨物取扱業の合計値。
 ４　「第三次産業」については別掲。
 ５　新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いたもの。

厚生労働省｢労働災害発生状況｣　※2025年5月7日 現在

6月の安全衛生行事
5月 1日～ 9月30日

  1日～30日

 4日～10日
 5日
 5日～11日
10日～16日

職場における熱中症対策を強化する目的で、改正労働安全衛生規則が2025年6月1日に施行されました。熱中症の

恐れがある労働者を早期に見つけ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」

「手順作成」「関係者への周知」を事業者に義務付けられました。違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の

罰金に処するとされています（労働安全衛生法第119条第1号）。厚生労働省より、改正内容を説明したリーフレットが

令和7年５月20日に公表されましたので、以下に記載します。

【他覚症状】
ふらつき・生あくび、失神、
大量の発汗、痙攣等
【自覚症状】
めまい・筋肉痛・筋肉の硬直
（こむら返り）、頭痛、不快感、
吐き気、倦怠感、高体温 等
①返事がおかしい
②ぼーっとしている など、
普段と様子がおかしい場合も、
熱中症のおそれありとして取り
扱うことが適当。

医療機関への搬送に際しては、
必要に応じて、救急隊を要請すること。

救急隊を要請すべきか判断に迷う
場合は、#7119等を活用するなど、
専門機関や医療機関に相談し、
専門家の指示を仰ぐことも考え
られる。

医療機関までの
搬送の間や
経過観察中は、
一人にしない。
（単独作業の場合は
常に連絡できる
状態を維持する）

【他覚症状】
ふらつき生あくび、失神、大量の発汗、痙攣 等
【自覚症状】
めまい、筋肉痛・筋肉の硬直（こむら返り）、
頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温 等

「意識の有無」だけで判断するのではなく、
①返事がおかしい
②ぼーっとしている
など、普段と様子がおかしい場合も異常等あり
として取り扱うことが適当。
判断に迷う場合は、安易な判断は避け、
# 7119等を活用するなど専門機関や医療機関に
相談し専門家の指示を仰ぐこと。



テルモ労働組合安全セミナー

テルモ労働組合では定例で年4回工場地区

の支部長・副支部長の17名を参加対象にして

いる「工場地区会議」があります。ここでは、

主に各支部で行っている安全対策、安全衛生

委員会、労使連絡会の共有(時間管理)、を中心

に議論をしています。この会議に加えて今回は

2025-2026期の重点活動項目の一つでも

ある「安全」の取り組みとして、工場地区の支部

役員全員の88名を対象とした「拡大工場地区

会議」を企画し、組合だからこそできる事業所

を跨いだ安全研修や各工場の安全共有を行う

ことによる工場地区での連携強化を目的に

開催しました。

ついて対話ができ色々な角度、観点でKYTできたため自分の成長に繋がった」といった声が寄せられました。

若手にとって学びが多いのはもちろんのこと、豊富な経験を持つベテラン層にとっても新たな気づきや

学びに繋がる内容であり、支部間の交流も含めて、大変有意義なセミナーとなったと改めて感じております。

安全研修では「労働災害をなくすために～KYTの基礎4ラウンド法～」と題した安全セミナーを開催し、

全員で指差し呼称を行った後に参加者を8チームに分け、それぞれでKYTの4ラウンド法を用いたグループ

ワークを実施しました。

　グループワークではチームごとに真剣な議論が交わされ、改めてKYTを基礎から学ぶことで安全の意識を

高め、同じ事象でもチームによって安全

に対する視点や考え方の違いがあり、

新たな気づきや異なる視点からの刺激

も大きな収穫となりました。実施後

のアンケートでも、参加者の7割以上

が満足と回答しており、感想としては

「本格的なKYT活動は初めてであった

ため勉強になった」、「KTYの基礎を

もう一度学べて他支部の方からの意見

を聞くことで新たな目線が出来る

ようになった」、「他工場の方と安全に

今回初めて開催した工場地区の支部役員全員を対象とした「拡大工場地区会議」を通じて、改めて

安全の意識を高く持つことの重要性を再認識するとともに、学んだことを各支部役員が自職場に持ち

帰り、展開することで職場の安全文化の向上や一人ひとりの安全意識の定着に寄与し、安全のボトム

アップにつながる活動ができたのではないかと考えています。

テルモ労働組合では、今後も安全が最優先であることを軸とし、労働災害を発生させないための取り

組みを継続して実施し、安全に関る様々な活動を行っていきます。 テルモ労働組合　窪田書記長

５月１５日（木）～１７日（土）友愛の丘にて第１２期労働

条件安全衛生講座を開催し、組合三役、執行部、安全衛生

担当者、組合員など９名（製造産業３名、流通５名、総合

サービス１名）が参加しました。第一部として中央災害防止

協会（中災防）中四国ブロックから講師を招き、労働安全

衛生の基礎知識の講義の後、１人KYTを個人ワークにて

実践し、安全衛生委員会および安全衛生計画の問題点と

その解決に向けての方策をグループワークにて討議・策定

しました。第二部として労働条件局より、職場のハラス

メント対策、職場のメンタルヘルス対策、労働組合としての

安全衛生活動の取り組み、労働災害発生時の対応について

講義を行いました。参加者から「安全衛生に関する教育を

受けたことがなかったので、体系的に学ぶことができた」

「安全衛生は労働条件であることを受け、賃金や労働時間

等と同様にその向上に取り組んでいくべきだ」との振り

返りがあり、最後は習得した見識を自単組や自事業場に

おいて展開すべく、決意新たに散会しました。

▲講義風景

▲参加者全員による指差し呼称

安全強化に向けた工場地区の連携 ～拡大工場地区会議の開催～

グループワークで体感するKYTの本質

▶
グ
ル
ー
プ
討
議

◀
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
発
表

「KYTの基礎4ラウンド法」を学ぶ

第12期労働条件安全衛生講座を開催しました
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754

3,681

2,766

2,238

1,273

1,799

474

1,473

100.0 

20.9 

0.2 

10.6 

2.5 

13.0 

0.3 

1.1 

2.1 

49.2  

100.0 

32.0 

—

1.6 

4.8 

23.5 

—

14.3 

—

11.5 

3.0 

9.4 

-549

-279

-11

-234

103

-134

-1

-19

8

18

18

171

-59

-19

-55

84

-61

19

-41

-124

96

-154

-1.7

-4.2

-15.9

-6.9

13.0

-3.2

-1.1

-5.5

1.2

0.1

0.1

3.4

-1.6

-7.8

-7.3

2.3

-2.2

0.8

-3.2

-6.9

20.3

-10.5

（注） １　2025年１月１日から2025年4月30日までに発生した労働災害について、2025年5月7日までに報告があったものを集計したもの。
 ２　「－」は減少を示す。
 ３　「陸上貨物運送事業」は、道路貨物運送事業と陸上貨物取扱業の合計値。
 ４　「第三次産業」については別掲。
 ５　新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いたもの。

厚生労働省｢労働災害発生状況｣　※2025年5月7日 現在

6月の安全衛生行事
5月 1日～ 9月30日

  1日～30日

 4日～10日
 5日
 5日～11日
10日～16日

職場における熱中症対策を強化する目的で、改正労働安全衛生規則が2025年6月1日に施行されました。熱中症の

恐れがある労働者を早期に見つけ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」

「手順作成」「関係者への周知」を事業者に義務付けられました。違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の

罰金に処するとされています（労働安全衛生法第119条第1号）。厚生労働省より、改正内容を説明したリーフレットが

令和7年５月20日に公表されましたので、以下に記載します。

【他覚症状】
ふらつき・生あくび、失神、
大量の発汗、痙攣等
【自覚症状】
めまい・筋肉痛・筋肉の硬直
（こむら返り）、頭痛、不快感、
吐き気、倦怠感、高体温 等
①返事がおかしい
②ぼーっとしている など、
普段と様子がおかしい場合も、
熱中症のおそれありとして取り
扱うことが適当。

医療機関への搬送に際しては、
必要に応じて、救急隊を要請すること。

救急隊を要請すべきか判断に迷う
場合は、#7119等を活用するなど、
専門機関や医療機関に相談し、
専門家の指示を仰ぐことも考え
られる。

医療機関までの
搬送の間や
経過観察中は、
一人にしない。
（単独作業の場合は
常に連絡できる
状態を維持する）

【他覚症状】
ふらつき生あくび、失神、大量の発汗、痙攣 等
【自覚症状】
めまい、筋肉痛・筋肉の硬直（こむら返り）、
頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温 等

「意識の有無」だけで判断するのではなく、
①返事がおかしい
②ぼーっとしている
など、普段と様子がおかしい場合も異常等あり
として取り扱うことが適当。
判断に迷う場合は、安易な判断は避け、
# 7119等を活用するなど専門機関や医療機関に
相談し専門家の指示を仰ぐこと。


